
（別添） 

 

 

流通関連事業応募者の HACCP に関する法令順守について 

 

 平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則とし

て全ての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが盛り込まれ

ています。 

 これまで営業者が実施すべき衛生管理の基準は、各都道府県等の条例で規定されて

いましたが、衛生管理の基準は食品衛生法施行規則（省令）で規定され、全国一律の

内容となりました。 

 営業者（集団給食施設を含む。）は、食品衛生法施行規則に定められた｢一般的な衛

生管理｣及び｢HACCP に沿った衛生管理｣に関する基準に従い、次の対応が求められて

おり、令和 3年 6月 1日より HACCP の義務化が完全施行されています。 

 

 ①衛生管理計画を作成し、食品等取扱者や関係者に周知徹底を図ること 

 ②公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書を必要に応じて作成すること 

 ③衛生管理の実施状況を記録し、保存すること 

 ④衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと 

 

 沖縄漁業基金事業の令和 4年度沖縄産水産物流通促進事業（目詰まり解消プロジェ

クト）の事業推進評価委員会では、委員から応募者に対して営業許可、衛生管理及び

その手順に関する質問があり、HACCP に沿った衛生管理の運用をしていない場合は法

律違反となるため、沖縄県の食品衛生法施行条例を順守し、HACCP に沿った衛生管理

の運用を行うよう指摘がありました。 

 

 そのため、令和 5年度において、当法人の流通関連事業に応募を検討している漁協

及び事業者は、沖縄県の食品衛生法施行条例に基づいた適正な手続きがなされている

か事前のご確認をお願いします。 

 なお、HACCP 義務化等のご質問は、別紙 沖縄県 保健医療部発行のパンフレットに

記載された問い合わせ先へご相談ください。 
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